
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
六
号

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第

二
項
、
第
八
条
の
五
第
二
項
、
第
八
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

八
条
の
一
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の

整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
行
お
う
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲

四
　
試
験
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
最
近
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

三
　
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
履
歴
並
び
に
一
般
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
社
員
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画

ハ
　
試
験
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
）

第
三
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
変
更
後
の
指
定
試
験
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
試
験
事
務
規
程
）

第
四
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
事
務
規
程
の
設
定
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
試
験
事
務
規
程
を
添
え
て
経
済
産
業
大
臣
及

び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
事
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

３
　
法
第
八
条
の
五
第
二
項
の
試
験
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
そ
の
事
務
所
が
試
験
事
務
を
行
う
区
域

三
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
試
験
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
合
格
者
の
公
示
に
関
す
る
事
項

六
　
合
格
証
書
の
交
付
及
び
再
交
付
に
関
す
る
事
項

七
　
試
験
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

八
　
試
験
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

九
　
試
験
事
務
に
関
す
る
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
試
験
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
）

第
五
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
六
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
期
間

四
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
六
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
八
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
選
任
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

（
試
験
員
の
要
件
）

第
七
条
　
法
第
八
条
の
十
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
薬
学
、

工
学
、
化
学
又
は
農
学
（
水
産
学
を
含
み
、
農
学
経
済
学
を
除
く
。
）
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
又
は

准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
つ
た
者

二
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
後

十
年
以
上
国
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
研
究

機
関
に
お
い
て
公
害
防
止
に
資
す
る
研
究
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

三
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
で
、
公
害
防
止
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
専
門
的
な

知
識
を
有
す
る
も
の

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
認

め
る
者

（
試
験
員
の
選
任
又
は
変
更
の
届
出
）

第
八
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
員
の
選
任
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
選
任
又
は
変
更
に
係
る
試
験
員
の
氏
名
及
び
略
歴

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

（
試
験
結
果
の
報
告
）

第
九
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
試
験
実
施
年
月
日
、
受
験
申
請
者
数
、
受

験
者
数
及
び
合
格
者
数
を
記
載
し
た
試
験
結
果
報
告
書
に
、
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
農
林
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
令
第
三
号
）
別
表
第

三
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
（
以
下
「
試
験
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
合
格
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、

住
所
及
び
試
験
の
成
績
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
条
　
法
第
八
条
の
十
四
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
区
分
ご
と
の
合
格
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
受
験
番
号

1



二
　
試
験
区
分
ご
と
の
一
部
の
科
目
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
受
験
番
号
、
合
格
し
た
科
目
及
び
合

格
し
た
年

２
　
法
第
八
条
の
十
四
第
一
項
の
帳
簿
は
、
試
験
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
（
試
験
区
分
ご
と
の
一
部
の
科
目
に
合
格

し
た
者
に
係
る
事
項
に
関
す
る
帳
簿
に
つ
い
て
は
三
年
間
）
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
十
条
の
二
　
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計

算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記

録
の
保
存
を
も
つ
て
法
第
八
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
事
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
一
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
試
験
事
務
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
二
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
立
入
検
査
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
二
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
添
付
書
類

二
　
第
三
条
の
届
出
書

三
　
第
四
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
試
験
事
務
規
程

四
　
第
四
条
第
二
項
の
申
請
書

五
　
第
五
条
の
申
請
書

六
　
第
六
条
の
申
請
書

七
　
第
八
条
の
届
出
書

八
　
第
九
条
の
試
験
結
果
報
告
書
及
び
合
格
者
一
覧
表

九
　
法
第
八
条
の
七
第
二
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
十
四
条
　
前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規

格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
一
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

二
　
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

第
十
五
条
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
二
に
、
同
条
第
二
号
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
に
規
定
す
る
方
式

二
　
ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
に
規
定
す
る
方
式

三
　
文
字
の
符
号
化
表
現
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
附
属
書
一
に
規
定
す
る
方
式

２
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二

〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び

「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
六
条
　
第
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定

す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
提
出
年
月
日

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七

年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
七
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定

試
験
機
関
に
関
す
る
省
令
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て

の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
三
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整

備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令
様
式
第
一
に
よ
る
証
明
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令
様

式
第
一
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
三
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
表
中
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三

十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
十
二
条
関
係
）

様式第一（第十二条関係）

表

第 号

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条第3項の規定による身分証明書

職名及び氏名

生 年 月 日

写

年 月 日 発行

年 月 日 限り有効

真

経済産業大臣 印

環 境 大 臣 印

裏

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律抜すい

第１１条２ 経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指

定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指

定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査

させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人に提示しなければならない。

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪検査のために認められた

ものと解釈してはならない。

第１６条の２ 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役

員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

三 第１１条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

12センチメートル

ル
ト

ー

メ
チ

ン
セ

８

様
式
第
二
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第二（第十三条関係）

フレキシブルディスク提出票
年 月 日

経済産業大臣
殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつてはその
代表者の氏名
住 所

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（又は特定工場における公害防止
組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令）第 条第 項に規定によ
る申請（、届出又は提出）に際し提出すべき書類に記載すべきこととされている事実を
記録したフレキシブルディスクを以下のとおり提出いたします。
本票に添付されているフレキシブルディスクに記録された事項は、事実に相違ありま

せん。
１．フレキシブルディスクに記録された事項
２．フレキシブルディスクと併せて提出される書類

（備考）
１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．法令の条項については、当該申請（、届出又は提出）の適用条文名を記載する。
３．「フ レキ シブ ルディ スクに 記録され た事項 」の欄 には、 フレキ シブル ディス クに
記録されている事項を記載するとともに、二枚以上のフレキシブルディスクを提出
するときは、フレキシブルディスクごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録さ
れている事項を記載する。

４．「フレキシブルディスクと併せて提出される書類」の欄には、当該申請（、届出
又は提出）の際に本票に添付されているフレキシブルディスクに記録されている事
項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載する。

５．該当事項がない欄は、省略する。
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